
①保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要）

「不適切な保育」や「虐待等」の考え方 保育所等、市町村及び都道府県における対応のフローチャート

〔「不適切な保育」や「虐待等」の考え方のイメージ図〕

調査の結果、
・「不適切な保育」の捉え方や
・保育所、自治体における取組・対応に
ばらつきが見られた。

調査結果を踏まえ、
・「不適切な保育」の考え方を明確化
・保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応に関して、保育所等、
各自治体に求められる事項等を整理

虐待 「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト」、
「心理的虐待」に該当する行為

虐待等 「虐待」に加えて「こどもの心身に有害な影響を
与える行為」を含んだ行為
※児童福祉施設設備運営基準第９条の２で禁止される「法第三十三条の十各号に掲

げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」と同義。

不適切な保育 「虐待等」と疑われる事案※

「望ましくな
い」と考えら
れるかかわり

こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」と
考えられるかかわり

（※）これまで「不適切な保育」と全国保育士会の「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリ
スト」の５つのカテゴリー（①子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり、②物事を強要するようなかかわり・脅迫
的な言葉がけ、③罰を与える・乱暴なかかわり、④一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり、⑤差別
的なかかわり）とを同じものと解していたが、同カテゴリーの中には「不適切な保育」とは言えないものも含まれており、
不適切な保育」の位置づけを見直した。 ２

保育所等

①より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等

⚫ こどもの人権擁護の観点から「望ましい」と考えられる

かかわりができているかなど振り返りを行う

⚫ 研修等による学びの機会を確保し、「自己評価ガイドラ

イン」の活用や第三者評価等の外部の多様な視点も得て、

保育士・保育教諭の気づきを促す

②「虐待等」に該当するかどうかの確認

こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられる

かかわりに改善が見られない場合や「虐待等」に該当するの

ではないかと思うような事案と感じた場合などに行う

「虐待等」には該当しない

と保育所等として確認

「虐待等」と疑われる事案

（「不適切な保育」）であると

保育所等として確認

⑤さらにより良い保育を

目指す

④市町村等の指導等を踏まえた対応

⚫ 「虐待等」と判断された場合には、行政の指導等を踏

まえた対応

⚫ 「虐待等」と判断されなかった場合にも、より良い保

育の実施に向けた改善策等の対応を講じる

⚫ こども、保護者、職員に対するケアを行う

①未然防止に向けた相談・支援、より良い

保育に向けた助言等

⚫ 巡回支援などを活用し、より良い保育の認識

を保育現場と確認・共有し、各施設の保育の

振り返りを支援

⚫ 幼児教育アドバイザーとの連携など、地域の

実情に応じた保育所等との密なコミュニケー

ション

⚫ キャリアステージに応じた研修の働きかけ等

③事実確認、立入調査
⚫ こどもの状況や事実確認の調査、「虐待等」の行

為類型と具体例に照らし「虐待等」か判断

⚫ 必要に応じて都道府県に情報共有

⑤フォローアップ

④虐待等と判断した場合
⚫ 市町村の組織全体として速やかに事案を共有、国

に情報共有、都道府県とも連携し、改善勧告等を

速やかに行う。

⚫ こども、保護者、職員等に対するケアを行う

相談

市町村、都道府県

③市町村等への相談
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②保育所等から相談や通報を受けた場合

迅速に対応方針を協議し、方針を定める（初動対応、

緊急性の判断）

相談・支援

虐待等と疑われる事案(いわゆる「不適切な保育」)

虐待等

この他、こどもの心身に有害
な影響を与える行為

虐
待
●身体的虐待 ●性的虐待
●ネグレクト ●心理的虐待

こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり


